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入札公告 

 

 

 次のとおり一般競争入札を行いますので公告します。 

 

   令和８年２月１７日 

 

                         奈良県立民俗博物館館長 古川 弘明 

 

第１ 競争入札に付する事項 

 （１）委託業務の名称 

      令和８年度奈良県立民俗博物館及び大和民俗公園管理業務委託 

 （２）委託業務の履行場所 

       奈良県大和郡山市矢田町５４５番地 奈良県立民俗博物館及び大和民俗公園 

 （３）委託業務の履行期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

    なお、契約は令和８年３月中に締結し、契約期間の初日から令和８年３月３１日まで

の間は委託業務履行のための準備期間とします。 

 

第２ 入札方法 

（１）入札は、総合評価一般競争入札になります。入札者は、総合評価のための評価項目算

定資料一覧表及び評価項目算定資料並びに入札書を、別途指定する日までに提出してく

ださい。 

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り

捨てた金額とします。）をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０

分の１００に該当する金額を入札書に記載してください。 

（３）その他詳細は、入札説明書によります。 

 

第３ 競争入札に参加する者に必要な資格 

     次に掲げる条件を全て満たす者が、この入札に参加することができます。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

であること。 

（２）奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措  

置期間中でない者であること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立

て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧

更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２

号。以下「旧法」という。）第３０条の規定による更生手続開始の申立てを含む。）を

していない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手

続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた

者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者と

みなす。 

（４）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条に
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よる廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始

の申立てをしていない者であること。 

（５）平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てを

していない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手

続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再

生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

 （６）奈良県における「物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程」（平成  

 ７年１２月奈良県告示第４２５号）に基づく競争入札参加資格者名簿に登録されて  

 いて、かつ次の条件を満たしていること。 

ア 営業種目について、主業種として営業種目コードがＱ１（役務の提供／建物管理）

であり、小分類として①床清掃、②ガラス清掃、③貯水槽清掃、⑥電気・空調給排水

設備保守、⑦エレベーター等保守、⑧消火設備保守、⑩警備・受付等、⑫害虫駆除、

⑬空気環境測定に主業種で登録されている者。 

  イ 本社、支社、営業所等のいずれかの所在地が奈良県内で登録されていること。 

（７）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号。以下「ビ

ル管理法」という。）第１２条の２に規定する清掃業、空気環境測定業、飲料水貯水槽

清掃業、ねずみ昆虫等防除業の奈良県知事登録を受けている者。なお、清掃業に代えて

建築物環境衛生総合管理業の登録でも可とする。また、空気環境測定業に代えて建築物

環境衛生総合管理業の登録でも可とする。前記のいずれも奈良県知事登録を受けている

ものに限る。 

（８）専任の建築物環境衛生管理技術者を選任し、当該建築物の管理監督を実施できる者で

あること。専任でない場合は本業務の遂行に支障がない者を選任すること。 

（９）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条に規定する公安委員会の認定を受けて

いる者であること。ただし、奈良県公安委員会以外の認定を受けている場合は、同法第

９条の規定による届出書を奈良県公安委員会に提出している者であること。 

（10）電気主任技術者を選任し、当該設備の運転管理を実施できる者、又は、電気主任技術

者の外部委託について発注者と協議し、承諾を得た者であること。 

（11）消防設備士又は消防設備点検資格を有するものを当該点検にあたらせることができる

者であること。 

（12）次のア～コに掲げる各業務について、下記①対象期間、②対象施設に対して建築物の

所有者（管理者）と奈良県内に所在する本社、支社、営業所等が直接の契約の相手先と

して、下記③の履行実績のうち（ア）を必須とし、複数実績を有していること。なお、

契約形態は各業務一括契約であるか個別契約であるかを問いません。  

        ア 日常・定期清掃業務 

        イ 警備業務 

        ウ 建築物環境衛生管理技術者選任業務 

        エ 空気環境測定業務 

        オ 飲料水貯水槽清掃業務 

        カ ねずみ昆虫防除業務 

        キ 常駐設備運転管理業務 

    ク 消防設備点検業務 

     ケ  エレベーター点検業務 

コ 文化財指定古民家の管理業務 

① 対象期間 

         直近３年間（令和５年４月１日以降。令和８年３月３１日までの未履行期間は履行
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実績に含む）。 

② 対象施設 

    （ア）上記ア～カ及びクについては、奈良県内に所在するビル管理法に規定する特

定建築物とする。ただし、③（イ）については奈良県内に所在する施設とする。 

（イ）上記コについては、奈良県内に所在する文化財指定古民家とする。 

③ 実績 

          （ア）上記ア～キの業務について、１２ヶ月以上継続した履行実績を２件以上【う

ち２件はそれぞれ同一時期・同一施設での実績（うち県立文化施設における実績が

あれば当該一件のみ）】有する者であること。また、上記エ～カとク～ケの業務に

ついては、１２ヶ月以上の契約期間に満たない場合も各業務の法的根拠に基づく年

間回数が、令和８年３月３１日までに履行済みである（となる）確認が取れれば、

契約期間に関わらず「１２ヶ月以上継続して履行した実績」とみなす。 

(イ）敷地面積が１５万㎡以上の施設（特定建築物非該当施設も可とする）におい

て上記アの業務について１２ヶ月以上継続した履行実績を有する者であること。 

(ウ) 上記コの業務については、国、県、市町村が文化財指定する 18 世紀以前に当

初建築された古民家(以下「指定古民家」という)の管理業務を対象とし、管理業務

とは日常清掃、戸締まり、雨戸の開閉等の作業のほか、燻蒸や目視点検等で発注者

の古民家営繕を補助する業務を含むものとし、指定古民家で年間あたり２００日以

上の管理業務実施を１２ヶ月以上の期間継続した履行実績を有する者であること。 

    (エ）上記イの業務については、国、県、又は市町村指定文化財を収蔵する施設に

おいて、ほぼ毎日、実績があること。 

（オ）上記（ア）とは異なる施設でア～キの業務について、 同一時期の同一対象

施設での１２ヶ月以上継続して履行した実績を有すること。 

    

 （13）奈良県に対し、県税の滞納がないこと。 

（14）奈良県暴力団排除条例（平成２３年３月奈良県条例第３５号）第６条に規定する、暴力

団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しな

い者であること。 

（15）プライバシーマーク（JIS Q 15001 準拠）認証取得事業者又はＩＳＭＳ（ISO/I 

EC27001/JIS Q27001 準拠）認証取得事業者であること。ただし、公告日現在において、

前記認証取得のための申請が済んでおり、かつ当該認証の取得見込みである事業者でも

可とします。 

 

第４ 競争入札参加資格の確認の手続き 

      この入札に参加しようとする者は、入札説明書に定めるところにより、一般競争入札参

加資格確認申請書兼誓約書及び競争入札参加資格確認書類（以下「申請書等」という。）

を奈良県立民俗博物館館長（以下「館長」という。）に提出し、競争入札参加資格がある

ことの確認を受けなければなりません。 

 （１）申請書等の受付 

   ア 期間  令和８年２月２５日（水）から同年３月３日（火）までの午前９時から午後

５時（最終日は正午）まで（月曜日と正午から午後１時までを除く。） 

提出期日までに必要書類を提出後、確認事項等がある場合は３月５日（木）

正午までに再提出すること。 

   イ 場所 大和郡山市矢田町５４５番地 奈良県立民俗博物館 総務学芸係 

ウ 申請書等は、イの場所に持参した場合にかぎり受け付けます。 
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   エ 提出部数は、各１部とします。 

（２）競争入札参加資格の確認結果の通知 

    令和８年３月１０日（火）にＦＡＸと郵便にて発送します。 

（３）その他 

   ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とします。 

   イ 提出された申請書等は、返却しません。この一般競争入札に参加を希望する者は、

第３に示す要件を満たしているかの確認を受ける必要があります。 

    第４（１）の期日までに、競争入札参加資格確認申請を行うとともに、入札説明書第

７（１）の書類を奈良県立民俗博物館 総務学芸係（第４（１）で示す場所）に提出
しなければなりません。なお、確認書類提出時には内容の確認は行いません。 

 

第５ 入札説明書及び仕様書等の配付 

   入札に参加しようとする者に対し、入札説明書及び仕様書等を次のとおり配付します。 

 （１）期間 令和８年２月１７日（火）から同年２月２４日（火）までの午前９時から午後

５時（最終日は正午）まで（正午から午後１時までを除く。） 

 （２）場所 大和郡山市矢田町５４５番地 奈良県立民俗博物館 総務学芸係 

 

第６ 仕様書等に関する質問 

   入札説明会は実施しませんので、仕様書等に関して質問がある場合は、入札説明書に記

載の方法により郵送又はＦＡＸにて提出してください。なお、ＦＡＸにより提出する場合

は、事前に電話連絡してください。 

 （１）質問の受付 

   ア 令和８年２月１７日（火）から同年２月２４日（水）正午までに到着した質問を受

け付けます。 

   イ 質問の提出先は、次のとおりです。 

     〒６３９－１０５８ 大和郡山市矢田町５４５番地 

  奈良県立民俗博物館 総務学芸係 

     電話番号  ０７４３－５３－３１７１ 

     ＦＡＸ番号  ０７４３－５３－３１７３ 

 （２）質問の回答 

    質問者には、令和８年２月２７日（金）正午までにＦＡＸにて回答します。 

    また、令和８年２月２８日（土）から同年３月６日（金）午後５時までの間、奈良県

立民俗博物館ホームページ上に掲載します。 

 

第７ 入札の日時及び場所 

 （１）入札日時 令和８年３月１７（火） 午前１０時３０分 

 （２）入札場所  大和郡山市矢田町５４５番地 奈良県立民俗博物館 会議室 

 

第８ 入札方法に関する事項 

 （１）入札書に記載する金額 

       入札書に記載する金額は、仕様書に基づく委託業務に要する一切の諸経費を含めた 

 金額を記入してください。入札書に記載する金額は円止めとします。 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額 

 を加算した金額（１円未満の端数があるときは端数を切り捨てた金額）をもって落札金 

 額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業 
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 者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記 

 載してください。 

 （２）その他 

   ア 入札場所に入場し入札に参加できる者は、１社１名とします。 

     なお、入札日当日は、第４の（２）に掲げる競争入札参加資格確認通知書を持参し

てください。 

   イ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出してください。 

   ウ 入札者は、所定の評価項目算定資料一覧表及び評価項目算定資料を作成し、入札書

と一緒に封筒に入れ、封をした上、所定の場所及び日時に入札してください。 

   エ 入札者は、その提出した入札書、評価項目算定資料一覧表及び評価項目算定資料を

引き換え、変更又は取り消すことができません。 

   オ 入札執行回数は、２回までとします。 

 

第９ 入札の無効 

   次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

（１）奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第７条に該当する入札 

（２）この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札 

                                          

第１０ 落札候補者の決定方法 

 （１）開札は、入札執行後直ちに、入札参加者が必ず出席して行います。 

 （２）有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内での価格をもって入札

した者を落札候補者とします。 

 （３）入札者には予定価格に対して有効か無効かを通知するものとします。 

 （４）再度の入札をしても落札候補者がないとき、または落札者が契約を締結しない場合は、

随意契約に移行する場合があります。 

 

第１１ 総合評価による落札者の決定 

 （１）落札候補者であって、別記落札者決定基準に定める評価方法により算出された技術等

評価点及び価格評価点を合計した総合点が最も高い者を落札者とします。 

 （２）総合点の最も高い者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札

者を決定するものとします。 

 （３）落札者となるべき者が、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格をもっ 

 て入札したときは、当該入札者が参加の要件を満たし、かつ契約の条件を確実に履行で 

 きるかを照会するために、当該落札者の決定を保留する場合があります。 

 （４）落札者の選考結果の通知及び評価結果は公表します。 

 

第１２ 入札保証金及び契約保証金 

 （１）入札保証金 

    入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５に相当する額以上の入札保証

金を納付し、入札期日までに納付したことを証する書面を提出する必要があります。 

    ただし、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第４条第１項ただし

書き各号（保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した者、一般

競争入札参加資格を有する者で過去２年間に国又は地方公共団体と県が同等認める契約

を数回以上契約し、これらをすべて誠実に履行した者）に該当する者であるときは、免

除します。 
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    なお、落札者が落札後契約を締結しない場合は、奈良県契約規則第１１条第２項に基

づき入札金額の１００分の５に相当する額を損害賠償請求します。 

 （２）契約保証金 

    奈良県契約規則第１９条に定めるところによります。 

 

第１３ 契約 

 （１）特定公契約 

    この契約は、奈良県公契約条例（平成２６年７月奈良県条例第１１号）第２条第２号

に規定する特定公契約に該当します。 

    契約書には、別添の「特定公契約特約条項」を添付します。 

    この契約の受注者となった者は、奈良県公契約条例、奈良県公契約条例施行規則（平

成２６年１０月奈良県規則第３３号）を遵守し、「特定公契約特約条項」に定める事務

を履行しなければなりません。 

    この契約の受注者となった者が、これらの条項に違反した場合は、奈良県公契約条例

に基づく過料処分及び入札参加停止措置の対象となることがあります。 

    詳細は奈良県会計局ホームページに記載する「奈良県公契約条例の手引き」を参照し

てください。 

（２）契約書の作成要否 

    ア 落札者は契約書を２通作成し、双方各１通保有することとします。 

    イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とします。 ただし契約書用紙  

 は交付します。 

  （３）契約の解除等 

ア 落札者が契約の締結までに下記イに定める要件のいずれかに該当すると認めら   

  れるときは、落札者と契約を締結しないものとします。 

   イ 契約締結後、契約の相手方が下記要件のいずれかに該当すると認められるときは、

契約を解除することがあります。 

    また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 

   （要件） 

① 役員等が暴力団員であるとき。 

② 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 

    ③ 役員等がその属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又 

     は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

    ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する 

     等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると 

     き。 

⑤  上記③及び④に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有しているとき。 

⑥  本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」

という。）に当たり、その相手方が上記①から⑤までのいずれかに該当することを

知りながら、当該者と契約を締結したとき。 

⑦  下請契約等に当たり、上記①から⑤までのいずれかに該当する者をその相手方と

していた場合（上記⑥に該当する場合を除く。）において、館長が本契約の相手方

に対して当該下請契約等の解除を求め、本契約の相手方がこれに従わなかったと

き。 

    ⑧ 本契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかか
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わらず、遅滞なくその旨を館長に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

 

第１４ 予算の減額又は削除に係る契約の解除等 

 （１）発注者は、翌年度以降の発注者の歳入歳出予算において、当該予算が減額又は削除さ

れたときは、契約を変更又は解除できるものとする。 

 （２）発注者が、前項の規定によりこの契約を変更又は解除したことにより、受注者に損害

を与えたときは、当該損害の賠償を請求することができる。 

 

第１５ その他 

 （１）入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限 

 ります。 

 （２）天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、入 

 札を中止します。 

 （３）詳細は、入札説明書及び仕様書によります。 

（４）契約条項等に関することは、第６（１）にお問い合わせください。 


